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地震・津波災害対策編 第１章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-1-2 

 

 

 

 

 

2-1-3 

 

 

 

 

 

2-1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第 2 防災関係機関の業務の大綱 

 

1 ［略］ 

 

2 指定地方行政機関 

第 3節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第 2 防災関係機関の業務の大綱 

 

1 ［略］ 

 

2 指定地方行政機関 

 機関名 業務の大綱   機関名 業務の大綱  

東北管区警察局 (1)～(4) ［略］ 

(5) 津波警報・注意報 の伝

達に関すること。 

東北管区警察局 (1)～(4) ［略］ 

(5) 津波警報等 の伝達に関

すること。 

 ［略］  ［略］ 

仙台管区気象台 

〔盛岡地方気象

台〕 

(1) ［略］ 

(2) 気象業務に必要な観測

体制の充実並びに予報、通

信等の施設及び設備の整備

に関すること。 

(3) 気象、地象（地震にあっ

ては、発生した断層運動に

よる地震動に限る。）及び水

象の 予報及び特別警報・警

報・注意報並びに台風、大

雨、竜巻等突風に関する情

報等の適時・的確な防災機

関への伝達並びにこれらの

機関や報道機関を通じた住

民への周知 に関すること。 

(4) 気象庁が発表する緊急

地震速報（警報）の利用の

心得などの周知・広報 に関

すること。 

(5) 市町村が行う 避難勧告

等の判断・伝達マニュアル

やハザードマップ等の作成

に係る技術的な支援・協力

に関すること。 

(6) 災害の発生が予想され

るときや災害発生時におい

て、県及び市町村に対する

気象状況の推移やその予想

の解説等の実施に関するこ

と。 

(7) 都道府県、市町村その他

仙台管区気象台 

〔盛岡地方気象

台〕 

(1) ［略］ 

 

 

 

 

(2) 気象、地象（地震にあっ

ては、発生した断層運動に

よる地震動に限る。)及び水

象の 予報・警報等の防災情

報の発表、伝達及び解説

に関すること。 

 

 

 

 

(3) 気象業務に必要な観測、

予報及び通信施設の整備

に関すること。 

 

(4) 県や市町村が行う防災

対策に関する技術的な支

援・助言 に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 防災気象情報の理解促
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2-1-7 

の防災関係機関と連携し

た 防災気象情報の理解促

進や防災知識の 普及啓発

活動 に関すること。 

進 及び 防災知識の 普及啓

発 に関すること。 

東北総合通信局 (1)～(3) ［略］ 

 

 

 

(4) ［略］ 

東北総合通信局 (1)～(3) ［略］ 

(4) 災害情報共有システム

（Ｌアラート）の普及・促

進に関すること。 

(5) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

東北地方整備局 

〔岩手河川国道

事務所〕 

〔三陸国道事務

所〕 

〔北上川ダム統

合管理事務所〕 

〔釜石港湾事務

所〕 

 ［略］ 東北地方整備局 

〔岩手河川国道

事務所〕 

〔三陸国道事務

所〕 

〔北上川ダム統

合管理事務所〕 

〔釜石港湾事務

所〕 

 ［略］ 

東北地方環境事

務所 

(1) 所管施設等の避難場所

等としての利用に関するこ

と。 

(2) 緊急環境モニタリング

の実施・支援に関すること。 

(3) 大気汚染防止法、水質汚

濁防止法に基づく検査・指

示に関すること。 

(4) 災害廃棄物等の処理状

況の把握・必要な資機材等

の広域的な支援要請及び調

整に関すること。 

 東北防衛局  ［略］   東北防衛局  ［略］  

 

3・4 ［略］ 

 

5 指定地方公共機関 

 

3・4 ［略］ 

 

5 指定地方公共機関 

 機関名 業務の大綱   機関名 業務の大綱  

［略］  ［略］ 

(一社)岩手県医

師会 

(一社)岩手県歯

科医師会 

(1) 医療救護又は歯科医療

救護に関すること。 

(2) 遺体の検視、身元確認及

び処理に関する協力に関す

ること。 

(一社)岩手県医

師会 

(一社)岩手県歯

科医師会 

(1) 医療救護又は歯科医療

救護に関すること。 

(2) 遺体の検視 、検案 、身

元確認及び処理に関する協

力に関すること。 

 (一社)岩手県薬

剤師会 

(1) 医療救護に関すること。 

(2) 災害時における医薬品
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の供給及び管理に関するこ

と。 

(公社)岩手県栄

養士会 

(1) 災害時における栄養管

理に関すること。 

(公社)岩手県看

護協会 

(1) 医療救護及び保健衛生

に関すること。 

 社会福祉法人岩

手県社会福祉協

議会 

(1) 防災ボランティアの連

絡調整等に関すること。 

(2) 岩手県災害派遣福祉チ

ームの派遣調整に関するこ

と。 

 (一社)岩手県獣

医師会 

(1) 災害時における愛玩動

物の応急治療及び保護に関

すること。 

 

 (一社)岩手県建

設業協会 

(1) 災害時における道路啓

開及び除雪に関すること。 

(2) 公共土木施設等の災害

応急対策に関すること。 

 

2-1-8 6 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 6 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

 機関名 業務の大綱   機関名 業務の大綱  

社会福祉法人岩

手県社会福祉協

議会 

(1) 災害ボランティアの連

絡調整等に関すること。 

(2) 岩手県災害派遣福祉チ

ームの派遣調整に関するこ

と。 

 

 

 

 

 

社会福祉法人岩

手県共同募金会 

 

 

 

 

 

(1) 義援金の募集及び受付

けに関すること。 

社会福祉法人岩

手県共同募金会 

(1) 義援金の募集及び受付

けに関すること。 

 ［略］  ［略］ 

  

修正 

理由 

○ 指定地方行政機関及び指定地方公共機関の業務の大綱について表現の見直しを行うもの 

○ 東北総合通信局の業務の大綱にＬアラートの普及等を加えるもの 

○ 指定地方行政機関として東北地方環境事務所を追加するもの 

○ 指定地方公共機関の追加指定に伴い、所要の修正をするもの 

○ その他所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-2 

第 1節 防災知識普及計画 

 

第 2 防災知識の普及 

 

1・2 ［略］ 

 

3 住民等に対する防災知識の普及 

 ○ ［略］ 

 ○ 防災知識の普及活動は、次の事項に重点を

置いて実施する。 

ア・イ ［略］ 

  ウ 平常時における心得 

   ①～③ ［略］ 

   ④ 防災訓練等へ、積極的に参加する。 

   ⑤・⑥ ［略］ 

  エ～ケ ［略］ 

 ○ ［略］ 

第 1節 防災知識普及計画 

 

第 2 防災知識の普及 

 

1・2 ［略］ 

 

3 住民等に対する防災知識の普及 

 ○ ［略］ 

 ○ 防災知識の普及活動は、次の事項に重点を

置いて実施する。 

ア・イ ［略］ 

  ウ 平常時における心得 

   ①～③ ［略］ 

   ④ 防災訓練等へ積極的に参加する。 

   ⑤・⑥ ［略］ 

  エ～ケ ［略］ 

 ○ ［略］ 

 

4～6 ［略］ 

 

4～6 ［略］ 

修正 

理由 

○ 所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-2-7 

 

 

 

 

 

2-2-9 

 

第 4節 避難対策計画 

 

第 8 津波に対する住民等の予防措置 

 

1 ［略］ 

 

2 船舶の予防措置 

 ○ 次の場合は、直ちに 港外に退避する 。 

 

ア～ウ ［略］ 

 ○ 港外に退避できない小型船舶については、

時間的余裕がある場合は、船体を高い所に引

き揚げて固縛するなど 最善の措置をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ ［略］ 

第 4節 避難対策計画 

 

第 8 津波に対する住民等の予防措置 

 

1 ［略］ 

 

2 船舶の予防措置 

 ○ 次の場合は、直ちに 津波に備えた措置をと

る 。 

ア～ウ ［略］ 

 ○ 津波に備えた措置は以下を基準とし、状況

に応じた 最善の措置をとる。 

 

  ア 小型船は着岸し陸上避難する。時間的余

裕がある場合は、陸揚げ固縛又は係留強化

をする。陸上避難が困難な場合は、操船性

を保持し、津波の流れが弱くなる水域で港

内避泊する。 

  イ 大型船、中型船は港外退避する。港外退

避が困難な場合は、状況に応じて港内避

泊、係留避泊、陸上避難などの措置をとる。 

 ○ ［略］ 

修正 

理由 

○ 津波発生時における船舶の予防措置について見直しを行うもの 

  

5 



地震・津波災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-2-22 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 節 ライフライン施設等安全確保計画 

 

第 4 上下水道施設 

 

1 ［略］ 

 

2 下水道施設 

 ○ 下水道施設の管理者は、震災による下水道

施設の被害を防止し、又は軽減するため、施

設の耐震性の向上を図る。 

第 10 節 ライフライン施設等安全確保計画 

 

第 4 上下水道施設 

 

1 ［略］ 

 

2 下水道施設 

 ○ 下水道施設の管理者は、震災による下水道

施設の被害を防止し、又は軽減するため、施

設の耐震性の向上を図る。 

 下水管渠 ○ 新たな 下水管菜 の敷設は、耐

震性の確保のため構造面での耐

震化を図るとともに、管路の複数

ルート化に努め、流下機能を確保

する。 

○ ［略］ 

○ 下水管菜 の流下機能を確保す

るため、マンホール間のバイパス

等の資機材の確保を図る。 

  下水管渠 ○ 新たな 下水管渠 の敷設は、耐

震性の確保のため構造面での耐

震化を図るとともに、管路の複数

ルート化に努め、流下機能を確保

する。 

○ ［略］ 

○ 下水管渠 の流下機能を確保す

るため、マンホール間のバイパス

等の資機材の確保を図る。 

 

ポンプ場、

終末処理

場 

 ［略］ ポンプ場、

終末処理

場 

 ［略］ 

  

修正 

理由 

○ 所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1節 活動体制計画 

 

第 2 県の活動体制 

 

県は、県の地域に災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合は、その所掌事務に係る災害応

急対策を実施するため、岩手県災害警戒本部（以

下本節中「災害警戒本部」という。）若しくは岩

手県災害特別警戒本部（以下本節中「災害特別警

戒本部」という。）又は岩手県災害対策本部（以

下本節中「災害対策本部」という。）を設置する。 

 

1 災害警戒本部 

 ○ 災害警戒本部は、「岩手県災害警戒本部設

置要領」（資料編5－8）に基づき設置し、主

に災害情報の収集を行う。 

 

 (1)～(3) ［略］ 

 

 (4) 関係各課の防災活動 

第1節 活動体制計画 

 

第 2 県の活動体制 

 

県は、県の地域に災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合は、その所掌事務に係る災害応

急対策を実施するため、岩手県災害警戒本部（以

下本節中「災害警戒本部」という。）若しくは岩

手県災害特別警戒本部（以下本節中「災害特別警

戒本部」という。）又は岩手県災害対策本部（以

下本節中「災害対策本部」という。）を設置する。 

 

1 災害警戒本部 

 ○ 災害警戒本部は、「岩手県災害警戒本部設

置要領」（資料編5－8）に基づき設置し、主

に災害情報の収集を行う。 

 

 (1)～(3) ［略］ 

 

 (4) 関係各課の防災活動 

 部 課 等 出先機関 担当内容   部 課 等 出先機関 担当内容  

 ［略］  ［略］ 

農林水

産部 

［略］ 農林水

産部 

 ［略］ 

農村建

設課 

 ［略］ 農村建

設課 

［略］ 

森林保

全課 

広域振興局 

農政（林） 

部等 

治山施設被

害情報の収

集 

 漁港漁

村課 

 ［略］   漁港漁

村課 

 ［略］  

  ［略］    ［略］  

 (5) ［略］ 

 

2・3 ［略］ 

 (5) ［略］ 

 

2・3 ［略］ 

修正 

理由 

○ 災害警戒本部設置時の関係各課の所掌事務について所要の修正をするもの 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-15 

 

 

 

 

 

 

2-3-17 

 

 

 

 

2-3-20 

 

第 2節 津波警報・地震情報等の伝達計画 

 

第 3 実施要領 

 

1 津波警報等の種類及び伝達 

 (1) ［略］ 

  

 (2) 津波警報等の種類 

ア 津波警報・注意報 の種類と内容 

   ○ ［略］ 

第 2節 津波警報・地震情報等の伝達計画 

 

第 3 実施要領 

 

1 津波警報等の種類及び伝達 

 (1) ［略］ 

 

 (2) 津波警報等の種類 

ア 津波警報等 の種類と内容 

   ○ ［略］ 

  イ・ウ ［略］ 

 (3)～(6) ［略］ 

(7) 市町村の措置 

  ○ ［略］ 

  ○ 市町村長は、気象特別警報 を受領した

場合は、直ちに、その内容を地域内の住民、

団体等に周知するとともに、その内容を関

係機関に通知する。 

  ○ ［略］ 

 (8) ［略］ 

 

2 ［略］ 

イ・ウ ［略］ 

(3)～(6) ［略］ 

(7) 市町村の措置 

  ○ ［略］ 

  ○ 市町村長は、大津波警報（津波特別警報）

を受領した場合は、直ちに、その内容を地

域内の住民、団体等に周知するとともに、

その内容を関係機関に通知する。 

  ○ ［略］ 

 (8) ［略］ 

 

2 ［略］ 

修正 

理由 

○ 所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-27 

 

 

 

 

 

2-3-28 

 

 

 

 

 

 

第 5節 広報広聴計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 

第 5節 広報広聴計画 

 

第 2 実施機関（責任者） 

 

 実施機関 広聴広報活動の内容   実施機関 広聴広報活動の内容  

 ［略］  ［略］ 

 東北地方整備局 

（岩手河川国道事

務所） 

 ［略］  東北地方整備局 

（岩手河川国道事

務所） 

（三陸国道事務所） 

（北上川ダム統合管

理事務所） 

 ［略］ 

  ［略］   ［略］ 

   

修正 

理由 

○ 所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-31 

 

 

 

 

 

 

 

第 6節 交通確保・輸送計画 

 

第 3 交通確保 

 

1～5 ［略］ 

 

 

第 6節 交通確保・輸送計画 

 

第 3 交通確保 

 

1～5 ［略］ 

 

6 災害時における車両の移動 

【本編・第 3 章・第 6 節・第 3・6 参照】 

修正 

理由 

○ 所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-57 

 

 

 

 

 

 

第 23 節 行方不明者等の捜索及び遺体の処理・

埋葬計画 

 

第 3 実施要領 

 

1～3 ［略］ 

 

4 遺体の埋葬 

 ○ 市町村本部長は、埋葬用品等の調達ができ

ない場合は、地方支部保健環境班長 を通じ

て、県本部長に調達又はあっせんを要請する

ものとし、災害の規模により大量の埋葬用品

等を早急に必要とするときは、直接、県本部

長に対し、調達又はあっせんを要請する。 

 ○ ［略］ 

 

5 遺体埋葬の広域調整 

○ 市町村本部長は、遺体の埋葬量が自らの火

葬能力を上回ること等により、自ら火葬がで

きない場合にあっては、地方支部保健環境班

長を通じて県本部長に広域火葬を要請する。 

○ ［略］ 

 

6 ［略］ 

第 23 節 行方不明者等の捜索及び遺体の処理・

埋葬計画 

 

第 3 実施要領 

 

1～3 ［略］ 

 

4 遺体の埋葬 

○ 市町村本部長は、埋葬用品等の調達ができ

ない場合は、地方支部保健医療班長 を通じ

て、県本部長に調達又はあっせんを要請する

ものとし、災害の規模により大量の埋葬用品

等を早急に必要とするときは、直接、県本部

長に対し、調達又はあっせんを要請する。 

○ ［略］ 

 

5 遺体埋葬の広域調整 

 ○ 市町村本部長は、遺体の埋葬量が自らの火

葬能力を上回ること等により、自ら火葬がで

きない場合にあっては、地方支部保健医療班

長 を通じて県本部長に広域火葬を要請する。 

 ○ ［略］ 

 

6 ［略］ 

修正 

理由 

○ 所要の整備をするもの 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 26 節 公共土木施設・鉄道施設等応急対策計

画 

 

第 1 公共土木施設 

 

1 基本方針 

 公共の福祉と円滑な応急対策の実施を確保す

るため、被災した道路施設、河川管理施設、海岸

保全施設、砂防等施設、港湾施設、漁港施設、空

港施設等について、速やかに応急措置及び応急復

旧を実施する。 

 

2・3 ［略］ 

第 26 節 公共土木施設・鉄道施設等応急対策計

画 

 

第 1 公共土木施設 

 

1 基本方針 

 公共の福祉と円滑な応急対策の実施を確保す

るため、被災した道路施設、河川管理施設、海岸

保全施設、砂防等施設、港湾施設、漁港施設、空

港施設 、治山施設 等について、速やかに応急措

置及び応急復旧を実施する。 

 

2・3 ［略］ 

修正 

理由 

○ 災害時に応急措置等を行う公共土木施設として治山施設を明記するもの 
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